
１  平成２５年度東京都監理団体経営目標の達成度評価について 

 

（１）経営目標達成度評価制度の概要 

 

①  都は、平成１３年度から、監理団体改革の一環として、団体に自ら「経営目

標」を設定させ、その達成度を評価している。達成度評価は、一般的な経営評

価とは異なり、各団体が、目的や特性に応じて設定した年度目標に対して、そ

の達成状況を評価するものである。 
 
②  評価結果については、翌年度の経営改善及び役員報酬に反映させることによ

り、団体の更なる自律的経営を促進させる。 

また、達成状況等を都民に対して公開することで、都の監理団体として求め

られる公正で透明度の高い経営を徹底するとともに、都民に対する説明責任を

果たす機能を有している。 
 

（２）平成２５年度経営目標の達成状況 

 

①  平成２５年度の経営目標については、全３３団体が、「都民・利用者」、「財務」

及び「内部管理」の３つの視点から、合計で２９８指標を設定している。 

   また、「環境配慮行動」の視点から、全団体が合計で４２指標を設定している。 
 
②  平成２５年度の経営目標の達成状況は、対象３３団体中Ａ評価の団体は２２

団体、Ｂ評価の団体は９団体、Ｃ評価の団体は２団体、Ｄ評価の団体について

は該当がなかった。 

 

評 価 団  体 評価の目安 
（経営目標の達成率） 

Ａ 
（公財）東京都医学総合研究所 

東京水道サービス（株）     など２２団体 
９５％以上 

Ｂ 
（公財）東京防災救急協会 

（株）東京国際フォーラム      など９団体 

９５％未満 

９０％以上 

Ｃ 
（公財）東京都島しょ振興公社 

（株）多摩ニュータウン開発センター   ２団体 

９０％未満 

７０％以上 

Ｄ  該当なし ７０％未満 



  

（３）役員報酬 
 

①  経営目標を達成し、かつ、局長等が求めた水準以上の顕著な実績を上げた団

体の理事長等は、平成２６年度の役員報酬を５％増とすることができるが、経

営目標の達成状況や局長等の評価が一定基準に達しなかった団体の理事長等の

役員報酬は５％から１０％削減となる。 
 
②  平成２６年度は、役員報酬の５％増が可能な団体は１団体であり、役員報酬

が５％削減となる団体は１団体、１０％削減となる団体は該当がなかった。 

 

役員報酬の増減 団  体 

５％増が可能 （公財）東京都環境公社              １団体 

５％減 （株）多摩ニュータウン開発センター        １団体 

１０％減  該当なし 

 


